
就労証明書 記入例

派遣等の場合、原則、派遣元や出向元が

記入してください。

記入内容について、問合せることがあ

ります。リモートワークでも連絡がつ

く電話番号を記入してください。

【No.３】

全員、必ず雇用開始日を記入してく

ださい。

雇用開始日は、働き始めた（始め

る）年月日を記入してください。

契約更新等により、現在の契約期間

の始期と異なる場合は、初めて働き

始めた日を記入してください。

終期は有期契約の場合のみ記入して

ください。無期の場合は、終期は空

欄で構いません。

○No.15、16は全員記載してください。

※No.16はNo.7に記載の月の給与支給実績を記入してください。

○No.17～22は該当する場合のみ記載してください。

【No.６】

〇就労時間欄には、

休憩時間を含めて記入してください。

〇育児短時間勤務制度を利用してい

る場合は、制度利用前の契約・規則

上の就労時間帯を記入し、№12、21、

22に育児短時間勤務制度による勤務

時間を記入します。

※○で囲んだ番号の項目について

該当があると、裏面に記載が必要

な項目がある場合があります。

裏面も必ず確認してください。

【No.８～９】

○産育休復職日が、証明日より１年

以上前であれば、記入は省略できま

す。

○復職せず、第一子、第二子の産育

休を連続して取得している場合は、

「8 産前・産後休業の取得」「9 育

児休業の取得」に第二子の産育休期

間を記入し、備考欄に第一子の産育

休期間を記入してください。

【No.７】

【年月】欄

〇直近３か月分の年月について、順番に記入してください。

「直近３か月」とは、原則として、証明日の属する月の前月末までの３か月

（証明日が10月1日で直近３か月の場合は、７月～９月）をいいます。

ただし、以下の場合はこの限りではありません。

・給与の締日等の関係で、前月末の就労実績が出ない場合は、６月～８月を記入してください。

〇妊娠による体調不良等で直近３か月の就労日数及び給与支払実績が少ない場合は、

No.14の備考欄にその理由を記載してください。

なお、備考欄には、体調不良等の理由・期間を具体的に記入してください。

〇当該期間中に休暇期間（産前産後休暇、育児休暇の取得期間、その他の休業期間）

を含む場合は、休暇期間を除き、３か月分の実績を記入してください。

〇「8 産前・産後休業の取得」「9 育児休業の取得」「10 産休・育休以外の休業の

取得」に記入した期間及び直近３か月の実績に不明な空白期間が生じないよう漏れ

なく記入してください。

【就労日数・時間数】欄

〇該当年月の就労日数を記入してください。（例）4/1～4/30分⇒ 4月分

就労日数＝出勤日数＋有給休暇取得日です。

有給休暇取得日数を含めて記入します。※「１時間」でも働いた日は１日と

して計上してください。

〇該当年月の労働時間を記入してください。

労働時間＝休憩・残業時間を含む時間数＋有給休暇取得時間数です。

※合わせて必ずNo.16に給与支給実績を記入してください。

〇該当年月の給与支給実績額を記入してください。

給与支給実績については、賞与一時金、通勤手当を除いた給与額

（税・社会保険料控除前の額）を記入します。

【産前・産後休業中、育児休業中の従業員の証明をする場合】

・現在育児休業中の場合、産休前の直近３か月分を記入してください。

月の途中で産休に入った場合は、その前月から遡って３か月分を記入します。

・育児休業から復職後に記入する時点で、復職後の実績が３か月に満たない

場合は、産休前の実績を含めて３か月分記入してください。

【No.12】

制度利用が未定の場合は記入不要です。

証明日は、入所申込に利用する場合、

申込締切日から３か月以内に発行されたものが有効です。

【No.21～22】

産育休前に育児短時間などで勤務体制

の変更があった方はご記入ください。

【No.10】

その他には、配偶者同行休業

など、１か月を超える休業に

ついて記入してください。


